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伊方発電所上空における小型無人機等の飛行禁止について 

 

このたび「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及

び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」（平

成 28 年 3 月 18 日公布）に基づき、伊方発電所および周辺地域が飛行禁止区域に指定さ

れました。これに伴い、伊方発電所および周辺地域の上空における小型無人機等の飛行

は禁止されましたのでお知らせいたします。 

 

 

当社問合せ先 

 伊方発電所  ℡ 0894-39-0221 

 

参考ページ 

 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 

 

 

 


